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知
事
服
部
一
三
と
そ
の
史
料

―
兵
庫
県
公
館
県
政
資
料
館
所
蔵
の
服
部
一
三
知
事
関
係
資
料
に
つ
い
て
―

伏

谷

聡

は
じ
め
に

兵
庫
県
公
館
県
政
資
料
館
に
所
蔵
し
て
あ
る
資
料
で
知
事
に
ち

な
む
も
の
は
い
く
つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば
、
展
示
室
に
掲
げ
ら
れ

た
伊
藤
博
文
の
扁
額
の
よ
う
な
書
額
類
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

兵
庫
県
公
館
県
政
資
料
館
の
資
料
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
方
々

か
ら
は
、
館
は
県
の
施
設
な
の
だ
か
ら
、
所
蔵
資
料
に
県
知
事
関

係
史
料
が
含
ま
れ
て
い
て
当
然
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
実

際
に
は
そ
う
で
は
な
い
の
だ
が
、
知
事
の
事
蹟
や
履
歴
に
関
係
す

る
史
料
の
有
無
を
確
認
す
る
電
話
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
ほ
と

ん
ど
な
い
、
と
返
答
す
る
と
一
様
に
が
っ
か
り
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
そ
う
い
っ
た
状
況
に
も
い
さ
さ
か
変
化
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
史
料
群
が
寄
贈
さ
れ
た
。
そ
れ
が
服
部
一

三
知
事
関
係
資
料
で
あ
る
。
以
下
、
服
部
一
三
と
い
う
人
物
や
時

代
を
紹
介
し
つ
つ
、
こ
の
史
料
群
の
紹
介
を
し
よ
う
。

な
お
、
本
稿
は
本
年
度
県
史
セ
ミ
ナ
ー
と
し
て
講
演
し
た
内
容

を
も
と
に
、
改
訂
し
構
成
を
変
え
て
原
稿
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

１

服
部
一
三
知
事
関
係
資
料

平
成
十
九
年(

二
〇
〇
七)

一
月
、
第
十
三
代
兵
庫
県
知
事
（
明
治

三
十
三
年
〈
一
九
〇
〇
〉
か
ら
大
正
五
年
〈
一
九
一
六
〉
）
で
あ
っ
た

服
部
一
三
の
御
子
孫
よ
り
、
兵
庫
県
公
館
県
政
資
料
館
へ
御
所
蔵

の
史
料
を
寄
付
す
る
申
し
出
が
あ
っ
た
。
い
た
だ
い
た
史
料
群
は

服
部
一
三
銅
像
一
躯
・
書
画
軸
七
点
・
画
冊
二
点
・
刊
行
物
七
点
・

写
真
三
五
点
・
書
簡
類
三
三
六
点
、
あ
わ
せ
て
三
八
八
点
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
服
部
家
は
先
代
が
知
事
で
あ
っ
た
縁
か
ら
、
昭
和

四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
に
県
史
編
集
室
が
『
兵
庫
県
百
年
史
』
を

編
纂
す
る
さ
い
、
資
料
提
供
の
面
で
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
県
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政
資
料
館
で
収
蔵
す
る
県
史
関
係
の
史
料
の
う
ち
に
、
提
供
史
料

の
複
写
物
が
残
さ
れ
て
い
る
。
御
寄
贈
い
た
だ
い
た
史
料
に
は
、

そ
の
と
き
収
集
し
た
複
写
史
料
の
原
物
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
期
待
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
史
料
は
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
現
在
と
は
史
料
の
現
状
が
変
化
し
た
こ

と
が
惜
し
ま
れ
る
。

銅
像
（
写
真
２
）
は
高
さ
八
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
胸
部
周
囲
六

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

で
、
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー

ト
姿
で
右
手
を
腰
に

あ
て
左
手
は
書
を
持

つ
姿
形
で
あ
る
。
写

真
は
、
写
真
帳
で
表

紙
が
外
れ
て
い
る
状

態
の
も
の
三
冊
分
と

バ
ラ
の
写
真
が
二
五

点
で
、
写
真
枚
数
に

し
て
三
一
五
枚
ほ
ど

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の

一
部
は
『
兵
庫
県
百

年
史
』
に
利
用
さ
れ
た
。
う
ち
、
服
部
知
事
時
代
の
知
事
官
舎
、

大
倉
山
公
園
に
か
つ
て
あ
っ
た
伊
藤
博
文
像
の
除
幕
式
の
写
真
が

あ
り
、
服
部
知
事
時
代
の
兵
庫
県
が
撮
影
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い

も
の
で
あ
る
。
書
簡
類
等
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

２

誕
生
・
留
学
・
文
部
省
入
省

服
部
一
三
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
は
『
服
部
一
三
景
翁
伝
』
（
以

下
『
景
翁
伝
』
と
略
す
）
に
拠
っ
て
説
明
す
る
。

服
部
一
三
は
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
、
長
州
藩
槍
術
指
南
役
渡

辺
兵
蔵
の
三
男
と
し
て
山
口
県
吉
敷
郡
吉
敷
村
に
生
ま
れ
た
。
吉

敷
村
は
県
庁
所
在
地
山
口
の
近
郊
で
、
湯
田
温
泉
の
す
ぐ
そ
ば
で

あ
る
。
一
三
は
幼
名
を
猪
三
郎
と
い
い
、
元
服
の
頃
に
愷
輔
、
の

ち
に
一
三
に
改
め
た
。

一
三
が
七
歳
の
こ
ろ
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
郷
校
憲
章
館

に
入
学
し
た
。
こ
の
と
き
の
学
頭
は
片
山
哲
次
郎
こ
と
名
和

な

わ

緩
ゆ
る
む

で
、
こ
の
縁
に
よ
り
（
慶
応
元
年
〈
一
八
六
五
〉
ご
ろ
）
哲
次
郎
の
養

子
と
な
り
、
哲
二
郎
が
生
家
服
部
家
の
名
を
継
ぐ
際
、
一
三
も
同

時
に
服
部
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
（
哲
二
郎
は
こ
の
の
ち
さ
ら
に

改
名
し
、
名
和
緩
と
名
乗
る
）
。

ち
な
み
に
兵
庫
県
知
事
を
務
め
た
内
海
忠
勝
は
、
本
資
料
群
中

写真２ 服部一三の銅像 写真１ 服部一三

（
１
）
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表１ 服部一三履歴

年 月 日 西暦 事 項

嘉永 4 年 2 月 11 日 1851 山口県吉敷郡吉敷村 渡辺兵蔵三男 猪三郎として生まれる

慶応元年ころ 1865
郷校憲章館学頭で恩師の服部（片山）哲二郎の養子となり養家継

承

明治 2 年 1869 服部一三の留学

明治 4 年 6 月 1871 ニュージャージー州ニューブランズウィック予備学校卒業

明治 8 年 6 月 1875
ラトガースカレッジ理学部バチュラー・オブ・サイエンス取得帰

国

明治 8 年 9 月 2 日 1875 文部省督学局雇

明治 10 年 9 月 8 日 1877 東京大学法学部、文部省綜理補兼任

明治 13 年 1880 日本地震学会初代会長に就任

明治 13 年 4 月 23 日 1880 東京大学法・理・文各学部綜理補、同予備門主幹を兼務

明治 13 年 6 月 2 日 1880 文部省少書記官

明治 13 年 6 月 4 日 1880 東京大学法・理・文各学部綜理

明治 14 年 7 月 14 日 1881 東京大学法学部長兼務同予備門長

明治 15 年 2 月 15 日 1882 東京大学幹事

明治 17 年 10 月 25 日 1884
農商務省御用掛 ニューオルリンズ万国工業博覧会開設につき事

務官として派遣

明治 18 年 2 月 28 日 1885 ニューオルリンズ博覧会終了後学事取調のため３ヶ月米国滞在

明治 18 年 7 月 11 日 1885 米国を発しヨーロッパに向かう

明治 19 年 1 月 8 日 1886 ヨーロッパ経由で帰国

明治 19 年 1 月 21 日 1886 小学校条例取調委員

明治 19 年 3 月 3 日 1886 文部省書記官

明治 19 年 6 月 1 日 1886 文部省参事官兼任

明治 19 年 9 月 27 日 1886 文部省参事官兼文部省書記官

明治 19 年 11 月 24 日 1886 教科図書検定主幹

明治 21 年 2 月 6 日 1888 明治 22 年開催パリ万国大博覧会出品調査委員

明治 21 年 2 月 24 日 1888 尋常師範学校・尋常中学校・高等女学校教員検定委員

明治 21 年 6 月 25 日 1888 東京職工学校組織取調委員

明治 21 年 7 月 3 日 1888 東京職工学校委員

明治 22 年 3 月 9 日 1889 尋常師範学校・尋常中学校・高等女学校教員検定委員

明治 22 年 4 月 20 日 1889 文部省普通学務局長

明治 22 年 10 月 2 日 1889 第 3 回内国勧業博覧会出品取調委員

明治 22 年 12 月 11 日 1889 第 3 回内国勧業博覧会審査官

明治 23 年 6 月 10 日 1890 東京高等工業学校商議委員

明治 23 年 9 月 10 日 1890 東京盲唖学校長事務取扱

明治 24 年 4 月 24 日 1891 岩手県知事

明治 31 年 7 月 28 日 1898 広島県知事

明治 31 年 12 月 28 日 1898 長崎県知事

明治 33 年 10 月 25 日 1900 兵庫県知事

明治 36 年 1903 貴族院議員

大正 5 年 4 月 28 日 1916 知事辞任

大正 8 年 4 月 1919 万国議員商議員としてベルギーへ出張

大正 8 年 11 月 1919 神戸商工会議所内に国際連盟神戸支部開設、支部長となる

昭和元年 1926 国本社神戸支部長となる

昭和 4 年 1 月 25 日 1929 病没
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に
名
の
あ
が
る
人
物
で
あ
る
が
、
同
郷
で
し
か
も
同
門
で
あ
る
。

服
部
一
三
の
生
誕
し
た
年
に
内
海
が
入
学
し
た
。

学
頭
の
片
山
哲
二
郎
は
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
、
尊
皇
攘
夷

運
動
の
グ
ル
ー
プ
良
城
隊
を
組
織
し
活
躍
し
た
。
一
三
ら
少
年
た

ち
も
こ
う
し
た
運
動
に
刺
激
さ
れ
て
村
に
世
忠
団
を
組
織
し
た
。

慶
応
元
年
に
は
長
州
藩
遊
撃
隊
に
入
隊
し
た
。
こ
こ
で
、
開
国

論
に
接
し
英
語
の
習
得
と
留
学
の
必
要
を
感
じ
た
よ
う
で
、
慶
応

三
年
（
一
八
六
七
）
の
春
、
英
国
留
学
す
る
長
州
藩
士
河
瀬
真
孝
の

長
崎
随
従
を
許
可
さ
れ
た
。
一
三
は
こ
こ
長
崎
で
洋
学
修
業
を
始

め
る
。
彼
は
の
ち
英
国
総
領
事
と
な
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
ロ
バ
ー
ト

ソ
ン
、
お
な
じ
く
の
ち
領
事
と
な
る
ア
ス
ト
ン
の
二
名
に
師
事
し

た
。
ま
た
大
隈
重
信
の
致
遠
館
で
大
隈
や
フ
ル
ベ
ッ
キ
に
も
学
ん

だ
。
長
崎
で
は
伊
藤
博
文
や
井
上
馨
の
居
宅
で
生
活
し
、
渡
航
の

機
会
を
窺
っ
て
い
た
。
じ
つ
は
こ
の
と
き
、
長
崎
に
い
た
岩
倉
具

視
の
二
人
の
息
子
具
定
・
具
経
も
フ
ル
ベ
ッ
キ
の
も
と
で
勉
学
に

励
ん
で
い
た
。

さ
て
、
明
治
初
年
の
明
治
政
府
部
内
で
は
、
有
為
の
青
年
は
身

分
を
問
わ
ず
留
学
さ
せ
る
べ
き
意
向
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
岩
倉
具

視
の
二
人
の
息
子
も
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
末
に
こ
の
方
針
に
よ

り
米
国
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
へ
の
官
費
留
学
が
決
定
す
る
。

こ
の
二
人
と
と
も
に
青
年
三
人
が
推
薦
さ
れ
た
が
、
こ
の
中
の
一

人
が
服
部
一
三
で
あ
っ
た
。

一
三
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
六
月
、
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ

ッ
ク
予
備
学
校
を
卒
業
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
六
月
に
ラ
ト
ガ

ー
ス
カ
レ
ッ
ジ
理
学
部
で
バ
チ
ュ
ラ
ー
・
オ
ブ
・
サ
イ
エ
ン
ス
の

学
位
を
取
得
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
養
父
名
和
緩
は
、
服
部
が
留
学
し
た
翌
年
、
明
治

三
年
（
一
八
七
〇
）
十
二
月
に
米
国
在
勤
少
弁
務
使
と
し
て
赴
任
す

る
森
有
礼
の
随
行
員
と
し
て
選
ば
れ
た
。
こ
れ
以
前
、
明
治
元
年

に
京
都
の
岩
倉
具
視
邸
に
身
を
寄
せ
、
岩
倉
は
じ
め
木
戸
孝
允
と

も
知
り
合
っ
て
い
た
。
翌
年
八
月
に
新
潟
県
大
参
事
の
職
を
得
て

赴
任
す
る
が
、
十
月
に
辞
職
す
る
。
そ
し
て
明
治
三
年
に
い
た
り

写真３ アメリカで撮影さ

れた服部一三（後列

左）と養父名和緩（前

列左）

（
２
）

（
３
）
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ア
メ
リ
カ
に
わ
た
り
、
ボ
ス
ト
ン
に
て
独
習
で
勉
学
に
励
む
こ
と

に
な
る
。

名
和
も
一
三
も
と
も
に
岩
倉
具
視
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
で
渡
航
先

に
行
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
留
学
と
い
っ
て
も
海
外
渡
航

の
手
段
は
ま
だ
船
便
に
限
ら
れ
て
お
り
、
両
名
の
渡
航
の
し
か
た

か
ら
み
て
、
当
時
独
力
で
船
旅
を
す
る
の
は
、
手
続
き
上
も
経
済

的
に
も
か
な
り
困
難
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

名
和
は
そ
の
温
厚
な
人
柄
か
ら
、
留
学
中
の
青
年
達
で
慕
う
も

の
が
い
た
。
団
琢
磨
も
そ
う
し
た
若
者
で
、
彼
の
伝
記
中
に
名
和

に
芝
居
見
物
を
せ
が
ん
だ
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
名
和
は
、
一
三
が
ま
だ
留
学
中
の
明
治
六
年
（
一
八

七
三
）
十
二
月
十
七
日
に
客
死
し
て
し
ま
う
。
史
料
の
中
に
ボ
ス

ト
ン
の
墓
地
に
あ
る
、
名
和
緩
の
墓
を
撮
影
し
た
写
真
が
残
さ
れ

て
い
た
。

な
お
、
一
三
の
子
息
、
服
部
兵
次
郎
は
そ
の
随
想
記
中
、
父
一

三
が
米
国
留
学
中
の
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
二
月
二
十
六
日
に
、

渡
米
し
た
名
和
緩
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
来
る
こ
と
を
知
り
、
会
い

に
行
っ
た
日
記
が
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。『
景
翁
伝
』
で
も
留

学
期
間
中
の
日
記
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、

史
料
群
の
な
か
に
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
資
料
群
の
写
真
に
は

洋
装
の
一
三
と
名
和
緩
が
一
緒
に
写
っ
て
い
る
写
真
が
あ
っ
た
。

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
「
米
国
に
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
服
部
兵
次

郎
の
記
述
が
全
く
根
拠
の
な
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る
（
写
真
３
）
。

一
三
は
学
位
取
得
後
す
ぐ
帰
国
し
、
九
月
に
文
部
省
督
学
局
に

奉
職
し
、
以
後
県
知
事
を
歴
任
す
る
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）

ま
で
同
省
に
勤
務
し
た
。
文
部
省
で
は
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
四

月
に
東
京
大
学
法
学
部
綜
理
補
を
は
じ
め
、
教
育
関
係
の
重
職
に

就
い
た
。
右
を
は
じ
め
と
し
て
、
学
校
関
係
の
諸
委
員
に
任
命
さ

れ
て
お
り
、
教
育
現
場
に
関
わ
る
仕
事
を
主
に
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

文
部
省
時
代
に
特
徴
的
な
で
き
ご
と
が
二
点
あ
る
。
一
つ
は
明

治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
日
本
地
震
学
会
の
創
設
に
伴
い
初
代
会
長

に
就
い
た
こ
と
だ
。
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
時

東
京
大
学
の
地
震
学
研
究
室
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
中
国
は
漢
時
代

に
作
ら
れ
た
張
衡
の
侯
風
地
動
儀
の
図
と
い
う
、
地
震
学
史
の
参

考
資
料
を
一
三
が
作
ら
せ
て
寄
贈
し
た
絵
が
あ
っ
た
。
一
三
は
地

震
学
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
よ
う
で
、
こ
れ
が
機
縁
と
な
っ
て
会

長
に
推
薦
さ
れ
た
。

も
う
一
つ
は
、
文
部
省
に
奉
職
し
て
い
な
が
ら
産
業
関
係
の
職

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）
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務
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
だ
。
中
で
も
明
治
十
七
年
（
一
八
八

四
）
ア
メ
リ
カ
ニ
ュ
ー
オ
ル
リ
ン
ズ
で
開
催
さ
れ
た
万
国
工
業
博

覧
会
に
派
遣
さ
れ
た
。
じ
つ
は
こ
の
博
覧
会
期
間
中
に
ラ
フ
カ
デ

ィ
オ
・
ハ
ー
ン
（
小
泉
八
雲
）
に
初
め
て
逢
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。

右
派
遣
を
は
じ
め
、
産
業
関
係
の
委
員
を
度
々
引
き
受
け
て

い
る
。
こ
う
し
た
経
験
は
お
そ
ら
く
、
知
事
時
代
の
一
三
が
行
う

地
方
産
業
の
政
策
に
生
か
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

３

知
事
時
代
・
退
官
～
死
去

一
三
は
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
四
月
二
十
四
日
に
岩
手
県

知
事
を
拝
命
す
る
。
当
時
の
知
事
は
官
選
で
あ
っ
た
た
め
、
官
僚

か
ら
知
事
へ
、
知
事
か
ら
ま
た
官
僚
へ
と
い
う
コ
ー
ス
は
め
ず
ら

し
く
な
い
。
そ
の
後
、
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
七
月
二
十
八

日
に
広
島
県
知
事
、
同
年
十
二
月
二
十
八
日
に
長
崎
県
知
事
を
歴

任
し
、
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
十
月
二
十
五
日
に
兵
庫
県
知

事
と
な
る
。

兵
庫
県
知
事
の
場
合
、
文
部
省
出
身
者
は
珍
し
い
。
一
三
以
降

の
知
事
は
内
務
省
出
身
者
で
占
め
ら
れ
る
か
ら
、
服
部
一
三
が
藩

閥
出
身
知
事
が
多
か
っ
た
時
代
の
最
後
の
世
代
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

こ
の
こ
ろ
政
治
面
で
は
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
民
選
議
院

設
立
建
白
運
動
を
き
っ
か
け
に
し
て
自
由
民
権
運
動
と
い
う
民
主

化
運
動
が
始
ま
っ
た
。
不
平
士
族
や
農
民
を
巻
き
込
み
な
が
ら
成

長
し
、
明
治
十
年
代
後
半
に
は
各
地
で
激
化
し
た
。
政
府
も
こ
の

鎮
圧
に
乗
り
出
し
、
ま
た
保
安
条
例
に
よ
り
首
都
か
ら
運
動
家
を

追
放
し
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
民
権
運
動
は
地
方
で
深
ま

り
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。
兵
庫
県
も
こ
の
影
響
を
受
け
た
。
兵

庫
の
近
代
史
に
よ
く
引
用
さ
れ
る
新
聞
「
神
戸
又
新
日
報
」
は
、

も
と
も
淡
路
の
五
州
社
と
い
う
民
権
運
動
の
一
派
（
改
進
党
系
）
の

人
々
が
作
っ
た
。

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
二
月
に
帝
国
憲
法
が
発
布
さ
れ
、

翌
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
七
月
に
第
一
回
衆
議
院
議
員
選
挙
が
行

わ
れ
、
日
本
に
お
け
る
議
会
政
治
が
本
格
的
に
始
ま
る
。
県
会
で

も
徐
々
に
政
党
所
属
の
議
員
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
、
産
業
の
面
で
日
本
は
「
富
国
強
兵
」「
殖
産
興
業
」
を
掲

げ
、
と
く
に
工
業
の
分
野
で
官
主
導
の
産
業
強
化
策
が
行
わ
れ
る
。

近
代
初
期
の
兵
庫
県
で
は
、
在
来
産
業
の
把
握
と
同
時
に
兵
庫
製

作
所
な
ど
の
官
営
工
場
が
開
か
れ
る
。
一
方
、
マ
ッ
チ
工
業
と
紡

績
業
を
中
心
に
阪
神
地
区
に
新
た
な
産
業
が
創
造
さ
れ
る
。
電

信
・
鉄
道
・
ガ
ス
灯
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
イ
ン
フ
ラ
は
明
治
初
期
よ

（
８
）
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り
引
か
れ
て
い
た
。
神
戸
の
工
業
は
、
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八

八
）
九
月
に
電
灯
が
導
入
さ
れ
た
こ
ろ
か
ら
、
造
船
・
鉄
工
な
ど

の
重
工
業
化
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
に
も
引
き
継
が

れ
て
い
る
有
名
企
業
の
工
場
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
設
立
さ
れ
た
。

政
治
や
産
業
が
成
長
し
て
ゆ
く
と
と
も
に
、
近
代
化
に
お
け
る

社
会
の
ゆ
が
み
も
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
明
治
二
十
三
年
（
一
八

に
し
ろ
、
す
で
に
明
治
二
十
年
代
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
が
多

表２ 服部知事時代のおもな県政・県史

年 月 日 事 項

明治 33 年 10 月 服部一三知事就任

明治 34 年 4 月 兵庫県立高等女学校開設

県農会設立
明治 34 年 6 月

兵庫県第二師範学校開校

明治 34 年 8 月
兵庫県第一師範学校を兵庫県御影師範学校、第二

師範学校を兵庫県姫路師範学校と改称

明治 35 年 5 月 24 日 ４代目新県庁舎竣工

県耕地整理組合期成会発会
明治 36 年 3 月

官立神戸高等商業学校開校

明治 36 年 6 月 兵庫県明石女子師範学校開校

明治 37 年 4 月 兵庫県立工業学校開校

明治 43 年 4 月 県立姫路高等女学校開設

明治 44 年 4 月 神戸市立図書館設立

大正 2 年 1 月 神戸で憲政擁護大会

大正 4 年 3 月 山田川疎水竣工

大正 5 年 4 月 清野長太郎、知事に就任
九
〇
）
に
最
初
の
恐
慌
が
お
こ
り
、
江
戸
時
代
以
来
の
職
人
が
賃

労
働
者
と
な
り
、
労
働
者
階
層
が
い
っ
そ
う
拡
大
し
た
。
こ
う
な

る
と
労
働
者
の
労
働
条
件
や
環
境
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

低
賃
金
・
長
時
間
労
働
・
婦
女
子
使
役
な
ど
の
労
働
問
題
が
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
労
働
者
が
生
活

改
善
な
ど
の
要
求
を
す
る
労
働
運
動
が
明
治
四
十
年
代
か
ら
増
加

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
労
働
運
動
は
、
兵
庫
県
の
場
合
、
社
会
主

義
思
想
な
ど
の
影
響
か
ら
激
化
し
て
大
正
期
に
三
菱
の
大
争
議
事

件
な
ど
へ
発
展
す
る
コ
ー
ス
と
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
的
社
会
主
義

に
よ
る
慈
善
事
業
的
な
労
働
者
の
救
済
・
相
互
扶
助
を
テ
ー
マ
に

据
え
た
賀
川
豊
彦
ら
の
活
動
に
よ
り
、
神
戸
購
買
組
合
創
設
（
コ

ー
プ
神
戸
の
前
身

大
正
十
年
〈
一
九
二
一
〉
創
設
）
な
ど
に
向
か
う

コ
ー
ス
の
二
つ
の
場
合
が
あ
っ
た
。

以
上
が
一
三
が
兵
庫
県
知
事
だ
っ
た
こ
ろ
の
兵
庫
県
の
状
況
で

あ
る
。

こ
の
こ
ろ
の
県
が
行
っ
た
事
業
で
産
業
政
策
に
し
ろ
土
木
事
業

、
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い
。
た
だ
、
一
三
の
伝
記
で
は
、
彼
が
文
部
官
僚
時
代
に
農
商
務

省
の
仕
事
に
も
関
与
し
た
こ
と
で
実
施
し
た
と
考
え
ら
れ
る
産
業

政
策
と
教
育
事
業
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。

産
業
政
策
で
は
農
業
に
力
を
い
れ
て
お
り
、
東
播
五
郡
の
土
木

事
業
を
実
施
し
た
が
、
こ
れ
も
目
的
は
農
業
用
の
治
水
政
策
で
あ

っ
た
。

教
育
事
業
で
は
文
部
省
時
代
に
教
育
行
政
に
携
わ
っ
た
立
場
か

ら
、
い
く
つ
か
の
県
立
校
設
立
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
の
の
ち
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
四
月
二
十
八
日
に
兵
庫
県
を

退
官
し
た
。

退
官
後
、
一
三
は
貴
族
院
議
員
と
し
て
活
動
す
る
。
な
か
で
も

国
民
精
神
の
発
揚
に
尽
力
し
、
昭
和
元
年
（
一
九
二
六
）
に
は
平
沼

騏
一
郎
が
会
長
と
な
っ
て
い
た
国
本
社
の
神
戸
支
部
長
に
就
任
す

る
。
国
本
社
は
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
に
設
立
さ
れ
た
団
体
で
、

構
成
員
の
う
ち
半
数
を
軍
人
、
官
僚
で
占
め
た
と
い
う
。
ま
た
、

発
行
紙
「
国
本
」
は
反
共
・
反
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
反
既
成
政
党
を

主
張
す
る
論
説
や
国
粋
主
義
的
な
論
文
を
掲
載
し
た
。
た
だ
、
服

部
一
三
が
退
官
後
に
な
お
こ
う
し
た
運
動
に
身
を
置
こ
う
と
考
え

る
こ
と
は
、
意
外
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
三
の
よ
う
に
、

こ
れ
か
ら
近
代
国
家
を
作
り
上
げ
よ
う
と
言
う
時
期
に
、
政
府
や

地
方
で
活
躍
し
た
官
僚
が
、
な
お
政
府
を
、
国
家
を
応
援
し
た
い
、

と
願
う
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
一
月
二
十
五
日
に
服
部
一
三

は
七
十
九
歳
の
生
涯
を
終
え
た
。

４

史
料

史
料
群
の
大
半
を
占
め
る
の
は
書
簡
で
、
明
治
初
期
か
ら
昭
和

初
期
ま
で
が
見
受
け
ら
れ
た
。
内
容
と
封
筒
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い

る
よ
う
だ
。

史
料
群
の
書
簡
は
封
筒
付
で
年
紀
の
な
い
事
が
多
く
、
知
事
あ

て
、
ま
た
は
知
事
官
舎
あ
て
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る
。
消
印
が
鮮
明
な
の
が
幸
い
で
、
年
紀
の
推
定
に
大
い
に
役

に
立
っ
た
。
知
事
時
代
は
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
以
降
で
あ

る
。
消
印
の
年
月
日
表
記
は
「
25(

年)

―

10(

月)

―
23(

日)

」
の

よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
年
の
部
分
が
24
以
上
で
あ
れ
ば
「
明
治
」

で
、
宛
先
が
知
事
名
あ
て
で
、
一
桁
の
数
字
で
あ
れ
ば
大
正
と
い

う
よ
う
に
、
消
印
だ
け
で
も
年
号
の
推
定
が
か
な
り
的
確
に
で
き

る
の
だ
（
表
３
）
。

以
下
、
特
色
の
あ
る
史
料
を
時
代
、
内
容
に
し
た
が
っ
て
紹
介

し
た
い
。



63

わ
か
る
。
こ
の
宗
教
は
ト
マ
ス
・

レ
イ
ク
・
ハ
リ
ス
が
設
立
し
た
「
新
生
兄
弟
会
」
で
会
の
場
所
は

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
郊
に
あ
っ
た
。
こ
の
会
は
森
有
礼
を
は
じ
め
多

数
の
日
本
人
留
学
生
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

名
和
の
書
状
に
も
、
創
設
者
「
ハ
リ
ス
」
の
名
や
、
会
の
農
場
が

あ
っ
た
「
ブ
ロ
ク
ト
ン
」
と
い
う
地
名
が
散
見
さ
れ
た
。
会
は
神

秘
主
義
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
一
派
で
、
ま
た
日
々
の
激
し
い
労
働

奉
仕
を
義
務
づ
け
て
お
り
、
ブ
ロ
ク
ト
ン
は
そ
の
実
践
場
所
で
あ

時
期
で
ア
メ
リ
カ
側
の
官
吏
が
親
身
に
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
な
い

こ
と
、
師
事
す
べ
き
人
物
の
い
な
い
こ
と
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学

に
希
望
変
更
し
た
い
旨
が
記
さ
れ
た
。

一
三
は
こ
の
留
学
で
ド
イ
ツ
に
行
き
、
政
治
学
が
有
益
で
あ
っ

た
感
想
を
述
べ
て
い
る
（
『
景
翁
伝
』
）
。
明
治
政
府
が
政
治
諸
制
度

の
モ
デ
ル
を
ド
イ
ツ
に
変
え
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
時
期
で
あ
り
、

人
気
の
留
学
先
も
英
米
か
ら
ド
イ
ツ
に
変
わ
っ
て
い
る
。
一
三
の

留
学
も
こ
う
し
た
事
情
に
影
響
さ
れ
て
い
る
。

表３ 時期別に見た年紀のわかる史料の数

時 期 史料数 備 考

留学時代 13 うち名和関係 11

文部省時代 8

知事時代（兵庫県赴任以前） 42

兵庫県知事時代 110

晩年 37
①

留
学
時
代

本
時
期
の
特
徴
の
あ
る
史

一
三
の
養
父
名
和
緩
が
出
し

状
で
あ
る
。
名
和
緩
関
係
の

は
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）

和
の
死
亡
ま
で
と
限
ら
れ
る

史
料
に
年
紀
が
な
く
と
も
当

期
と
判
別
で
き
る
。

名
和
の
書
状
か
ら
、
米
国

時
の
上
司
森
有
礼
が
信
仰
し

リ
ス
ト
教
系
の
い
わ
ゆ
る
新

教
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ

（
９
）

料
は
、

た
書

史
料

の
名

の
で
、

該
時

派
遣

た
キ

興
宗

と
が

っ
た
。
書
状
中
に
は
も
ら
っ
た
日
本
の
植
物
の
栽
培
を
試
験
的
に

ブ
ロ
ク
ト
ン
で
行
う
旨
の
記
述
が
あ
る
。

名
和
は
渡
米
直
後
に
森
に
連
れ
ら
れ
ブ
ロ
ク
ト
ン
へ
行
っ
て
い

る
。
森
の
目
的
が
勧
誘
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。

②

文
部
省
時
代

こ
の
時
期
の
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
妻
鈴
子
あ
て
の
書
状

が
注
目
さ
れ
る
。

前
述
の
如
く
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ

ー
オ
ル
リ
ン
ズ
で
万
国
工
業
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
こ
で
好

評
だ
っ
た
日
本
館
の
評
判
に
つ
い
て
書
き
送
っ
て
い
る
。
ま
た
、

一
三
は
博
覧
会
後
に
、
派
遣
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
で
は
な
く
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
留
学
す
る
。
書
状
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
交
代
の

（
10
）



③

知
事
時
代
（
兵
庫
県
赴
任
以
前
）

同
郷
の
長
州
藩
士
内
海
忠
勝
よ
り
情

味
深
い
。
内
海
は
一
三
と
同
郷
の
よ
し

詳
細
な
情
報
が
一
三
に
も
た
ら
さ
れ
て

の
政
治
状
況
に
関
す
る
見

方
の
一
端
が
伺
わ
れ
興
味

深
い
。

閣
に
承
認
を
得
た
こ
と
を
当
時
大
蔵
次
官
で
あ
っ
た
阪
谷
芳
郎
が

右
の
件
を
内
々
に
服
部
一
三
に
知
ら
せ
た
書
状
が
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
の
時
期
に
は
国
政
に
関
す
る
史
料
が
わ
ず
か
に

二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
、
第
一
次
松
方

藤
博
文
内
閣
に
交
替
す
る
時
期
の
政
治

県
知
事
で
あ
っ
た
内
海
忠
勝
が
一
三
に

写真４ 内海忠勝書状
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報
を
得
て
い
る
書
状
が
興

み
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

い
る
。
た
と
え
ば
、
明
治

正
義
内
閣
か
ら
第
二
次
伊

状
況
に
つ
い
て
、
神
奈
川

書
き
送
っ
た
書
状
が
あ
る
。

当
時
成
長
著
し
い
政
党
の

動
き
も
含
め
、
複
雑
で
流

動
的
な
政
局
に
内
海
自
身
、

危
機
感
を
抱
い
て
い
る
様

子
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
別
史
料
で
内
海
は

同
藩
出
身
の
伊
藤
博
文
や

山
県
有
朋
な
ど
の
「
維
新

の
元
勲
」
た
ち
を
「
黒
幕
」

と
表
現
し
て
お
り
、
当
時

こ
の
ほ
か
他
府
県
知
事
よ
り
の
書
簡
も
あ
る
。
戦
前
の
知
事
は

官
選
知
事
な
の
で
官
僚
の
性
格
が
強
く
、
知
事
同
士
の
情
報
交
換

も
現
在
よ
り
も
気
軽
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
書
簡
の
中
に
は

更
迭
人
事
の
受
け
皿
と
し
て
他
府
県
に
受
け
入
れ
を
要
請
す
る
史

料
も
あ
っ
た
。

④

兵
庫
県
知
事
時
代

県
政
に
関
わ
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
兵
庫
県
や
神
戸
市

に
と
っ
て
重
要
な
神
戸
築
港
の
史
料
が
あ
る
。

神
戸
港
の
築
港
は
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
五
月
に
神
戸
市

会
の
建
議
に
よ
り
神
戸
築
港
が
検
討
さ
れ
始
め
た
。
修
築
案
件
は

大
阪
港
と
競
合
し
、
再
度
の
上
申
に
よ
っ
て
も
政
府
か
ら
計
画
の

承
認
が
得
ら
れ
な
い
な
ど
、
紆
余
曲
折
を
経
て
許
可
さ
れ
た
。
明

治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
に
や
っ
と
第
一
期
工
事
（
～
大
正
十
一
年

〈
一
九
二
二
）
）
が
着
工
す
る
。

こ
の
際
、
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
十
一
月
に
三
十
九
年
度

の
政
府
予
算
概
算
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
が
、
こ
の
決
定
の
う
ち
に

神
戸
港
築
港
案
件
が
含
ま
れ
て
い
た
。
神
戸
港
の
築
港
工
事
が
内

（
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）
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見
ら
れ
た
。
一
三
は

国
政
に
関
し
て
意
見

す
る
こ
と
に
も
躊
躇

な
い
性
格
で
あ
っ
た

こ
と
が
『
景
翁
伝
』

に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

明
治
四
十
五
年

（
＝
大
正
元
年

一
九

一
二
）
、
明
治
天
皇
の

大
喪
費
を
捻
出
す
る

た
め
政
府
予
算
の
節

減
が
企
画
さ
れ
た
。
陸
軍
は
節
減
案
を
了
承
す
る
か
わ
り
に
、
朝

鮮
に
二
個
師
団
増
設
を
す
る
よ
う
要
求
し
た
。
陸
軍
の
態
度
は
強

硬
で
内
閣
と
対
立
し
て
譲
ら
ず
、
結
局
西
園
寺
内
閣
が
総
辞
職
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
師
団
増
設
問
題
で
軍
部
暴

走
の
先
が
け
的
な
事
件
と
評
さ
れ
て
い
る
。
一
三
は
こ
う
し
た
問

題
に
対
し
て
反
対
の
立
場
を
取
り
、
西
園
寺
の
仇
敵
と
も
い
う
べ

き
桂
太
郎
に
西
園
寺
支
持
を
促
す
電
報
を
打
と
う
と
し
た
。

⑤
知
事
退
任
後
・
そ
の
他

大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
に
一
三
は
兵
庫
県
知
事
を
辞
任
す
る
。

史
料
に
は
辞
表
の
写
し
が
あ
る
。
病
気
や
一
身
上
の
理
由
で
は
な

く
、「
後
進
に
道
を
譲
る
」
気
持
ち
か
ら
職
を
辞
す
る
と
述
べ
て
い

る
。知

事
退
任
後
は
貴
族
院
議
員
と
し
て
、
ベ
ル
ギ
ー
視
察
な
ど
で

活
動
し
た
。
ま
た
、
国
民
精
神
運
動
の
団
体
で
あ
っ
た
国
本
社
と

い
う
グ
ル
ー
プ
の
支
部
長
と
し
て
活
躍
し
た
が
、
史
料
に
も
そ
の

設
立
の
さ
い
に
発
会
式
を
行
っ
た
と
き
の
出
欠
を
連
絡
す
る
書
状

が
残
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
ほ
か
、
美
術
関
係
の
史
料
と
し
て
一
三
の
書
と
妻
鈴
子
の

絵
が
あ
る
。

『
景
翁
伝
』
に
よ
る
と
一
三
は
一
万
枚
に
お
よ
ぶ
浮
世
絵
コ
レ

ク
タ
ー
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
端
緒
は
明
治
二
十
三
年
（
一

八
九
〇
）
開
催
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
展
示
さ
れ
た
浮
世
絵
を
見

て
か
ら
ら
し
い
。
所
蔵
の
浮
世
絵
は
東
京
帝
室
博
物
館
（
現
在
の

東
京
国
立
博
物
館
）
に
保
存
さ
れ
た
と
い
う
。
一
三
の
美
術
品
収
集

は
浮
世
絵
だ
け
で
は
な
く
、
近
世
絵
画
に
も
及
ん
で
い
た
。
こ
の

よ
う
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
京
都
で
も
噂
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、

と
く
に
京
都
の
女
流
画
家
が
絵
を
見
に
服
部
邸
に
来
訪
し
た
。
史

料
で
は
上
村
松
園
や
伊
藤
小
坡
の
弟
子
た
ち
の
訪
問
を
う
け
て
い

る
。

写真５ 神戸築港工事
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こ
れ
ら
女

流
画
家
の
縁

は
、
鈴
子
が

日
本
画
を
た

し
な
ん
で
い

た
こ
と
に
も

理
由
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
妻
鈴
子
の
墨
絵
の
師
匠
は
跡
見
玉
枝
と

い
い
、
東
京
に
あ
る
跡
見
学
園
の
創
設
者
跡
見
花
蹊
の
い
と
こ
で
、

桜
の
描
き
手
と
し
て
有
名
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
師
弟
関
係
な
ど

か
ら
交
際
が
ひ
ろ
が
っ
た
こ
と
を
推
察
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
史
料
群
に
は
知
事
の
履
歴
に
関
係
す
る
写
真
お
よ
び
写
真

帳
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
写
真
は
ほ
と
ん
ど
が
兵
庫
県
知
事

就
任
以
降
と
推
測
さ
れ
る
。
な
か
で
も
兵
庫
築
港
工
事
の
写
真
を

は
じ
め
、
本
史
料
群
か
ら
『
兵
庫
県
百
年
史
』
に
使
用
さ
れ
た
写

真
が
す
べ
て
あ
っ
た
こ
と
は
幸
い
で
あ
っ
た
。

写
真
に
は
こ
の
ほ
か
、
神
戸
市
の
大
倉
山
公
園
開
園
の
さ
い
同

時
に
開
催
さ
れ
た
伊
藤
博
文
像
除
幕
式
や
、
ド
イ
ツ
人
医
師
で
北

里
柴
三
郎
の
師
匠
コ
ッ
ホ
の
来
神
時
（
明
治
四
十
一
年
〈
一
九
〇
八
〉
）

の
集
合
写
真
な
ど
が
収
め
ら
れ
た
。

最
後
に
銅
像
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
そ
も
そ
も
戦
前
に
一
三

の
死
後
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
に
顕
彰
会
が
中
心
と
な
っ
て
『
景

翁
伝
』
の
刊
行
と
銅
像
の
製
作
が
行
わ
れ
た
。
鋳
造
は
富
山
県
高

岡
市
の
鋳
物
会
社
に
依
頼
し
た
。『
景
翁
伝
』
に
よ
れ
ば
、
折
悪
し

く
戦
時
中
の
こ
と
と
て
設
置
場
所
に
困
り
、
県
や
神
戸
市
に
か
け

あ
っ
た
も
の
の
色
よ
い
返
事
が
な
い
。
遺
族
も
困
り
果
て
、
結
局

政
府
に
献
納
、
つ
ま
り
供
出
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
史
料
群
に

写
真
が
残
っ
て
お
り
、『
景
翁
伝
』
に
も
同
じ
写
真
が
載
せ
ら
れ
て

い
る
。
県
政
資
料
館
の
像
と
比
較
し
て
も
同
じ
サ
イ
ズ
・
ポ
ー
ズ

で
は
な
い
た
め
、
別
像
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
像
に
関
し
て

は
製
作
の
経
緯
が
不
明
で
、
御
子
孫
の
伝
聞
と
し
て
も
残
っ
て
い

な
い
よ
う
だ
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
戦
前
の
県
政
が
も
っ
と
も
成
熟
し
た
時
期
に
県

知
事
と
な
っ
た
服
部
一
三
は
そ
の
資
料
に
も
彼
の
人
生
の
一
部
が

反
映
さ
れ
て
い
る
。
書
簡
が
多
く
、
読
み
に
く
い
字
も
多
い
、
と

い
う
ハ
ン
デ
（
？
）
が
あ
る
も
の
の
、
ひ
と
た
び
史
料
の
背
景
や

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
解
い
て
い
く
と
、
な
か
な
か
奥
深
い

史
料
が
多
か
っ
た
。

写真６ 上村松園のはがき
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事
件
な
ど
を
探
る
に
は
あ
ま
り
に
断
片
的
な
史
料
で
あ
る
と
い

う
欠
点
は
あ
る
が
、
他
の
史
料
や
参
考
書
な
ど
と
結
び
つ
け
る
事

に
よ
っ
て
、
謎
解
き
が
で
き
る
と
い
う
楽
し
み
も
あ
っ
た
。

本
史
料
が
近
代
の
県
政
や
国
政
の
参
考
と
し
て
よ
り
活
用
さ
れ

る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

注（
１
）
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）

（
２
）
一
八
三
〇
～
一
八
九
八

ア
メ
リ
カ
の
宣
教
師
。
オ
ラ
ン
ダ
生

ま
れ
。
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
布
教
の
た
め
来
日
。
長
崎
奉
行

支
配
の
済
美
館
、
佐
賀
藩
の
到
遠
館
で
長
崎
の
留
学
生
の
指
導
に

あ
た
る
。
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
大
学
南
校
頭
取
、
明
治
政
府

の
外
交
・
教
育
・
法
律
制
度
顧
問
。
明
治
十
九
年
（
一
八
八
五
）

明
治
学
院
神
学
部
教
授
、
の
ち
理
事
長
。
日
本
に
て
六
十
八
歳
で

死
亡
。

（
３
）
岩
倉
具
忠
『
岩
倉
具
視
―
『
国
家
』
と
『
家
族
』
―
』

二
〇

〇
六
年

財
団
法
人
国
際
高
等
研
究
所
刊

（
４
）
『
男
爵
団
琢
磨
伝
』

昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）

（
５
）
服
部
一
三
知
事
関
係
資
料

史
料
三
一

（
６
）
服
部
兵
次
郎
『
炉
辺
夜
話
』

昭
和
五
十
年
（
一
九
七
五
）

一

二
四
頁

（
７
）
『
服
部
一
三
景
翁
伝
』

（
８
）
ハ
ー
ン
の
就
職
を
服
部
一
三
が
世
話
し
た
と
い
う
説
が
あ
る
。

た
し
か
に
面
識
が
あ
る
し
、
就
職
斡
旋
の
話
を
し
て
い
る
こ
と
は

ハ
ー
ン
の
自
伝
な
ど
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
回
事

実
と
し
て
は
確
か
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
９
）
服
部
一
三
知
事
関
係
資
料

史
料
九
四
・
九
六

（
10
）
服
部
一
三
知
事
関
係
資
料

史
料
二
八
九

（
11
）
服
部
一
三
知
事
関
係
資
料

史
料
七
一

（
12
）
服
部
一
三
知
事
関
係
資
料

史
料
二
九

（
13
）
服
部
一
三
知
事
関
係
資
料

史
料
一
三
五

（
14
）
服
部
一
三
知
事
関
係
資
料

史
料
五

（
15
）
服
部
一
三
知
事
関
係
資
料

史
料
二
七
二

（
16
）
服
部
一
三
知
事
関
係
資
料

史
料
三
四
七
～
三
四
八
、
三
五
一

～
三
五
四

（
17
）
服
部
一
三
知
事
関
係
資
料

史
料
一
四
八

円
山
応
挙
や
酒
井

抱
一
な
ど
著
名
絵
師
の
作
を
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
が
史
料
で
確
認

で
き
た
。

（
18
）
服
部
一
三
知
事
関
係
資
料

史
料
二
五
五
・
二
七
三

（
同
志
社
大
学
非
常
勤
講
師
・
県
政
資
料
館
嘱
託
職
員
）


